
インタフェース仕様書 保険者編 新旧対照表 

 

 （内容現在 平成２８年４月１日） 

Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

1 表紙 平成 ２７年 ４月 同 平成 ２８年 ４月 

2 

目－４ 

資格系（付帯業務）保険者事務共

同処理業務（平成 27 年 6 月処理

分まで） 

同 

資格系（付帯業務）保険者事務共

同処理業務（平成 27 年 10 月処理

分まで） 

3 

２ 

<備考> 

福祉事務所は、医療保険未加入者

で４０歳以上６５歳未満の介護

扶助の受給者について紙媒体で

異動情報を提出する。 

同 

<備考> 

福祉事務所は、医療保険未加入者

で４０歳以上６５歳未満の介護

扶助の受給者について紙媒体ま

たは伝送で異動情報を提出する。 

4 

１８ 

１．３．１ 受給者異動連絡票情

報（入力情報） 

項番６６ 

<項目名> 

個人番号（国保） 

<内容> 

個人番号（国保） 

同 

１．３．１ 受給者異動連絡票情

報（入力情報） 

項番６６ 

<項目名> 

宛名番号 

<内容> 

宛名番号 

5 

１８－２ 

※２６ 受給者が国保被保険者

の場合にのみ保険者番号（国保）、

被保険者証番号（国保）及び個人

番号（国保）を設定する。 

 

同 

※２６ 受給者が国保被保険者

の場合にのみ保険者番号（国保）、

被保険者証番号（国保）及び宛名

番号を設定する。 

 

6 

２０ 

項番１７ 

<備考> 

※５ 

※１１ 
同 

項番１７ 

<備考> 

※５ 

※１１ 

※１３ 

※１４ 

7 

２０－１ 

 

同 

※１３ 平成 27 年 3 月から平成

33 年 3月の期間内を設定する。 

 

※１４ 広域連合、政令市内の構

成市区町村毎に介護予防・日常生

活支援総合事業みなしサービス

終了年月が異なる場合は、最も遅

い終了年月を設定する。 



Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

8 

２３ 

項番３８  

<備考> 

※Ｓ 

項番３９  

<備考> 

※Ｓ 

項番４０  

<備考> 

※Ｓ 

項番４１  

<備考> 

※Ｓ 

項番４２  

<備考> 

※Ｓ 

同 

項番３８ 

<備考> 

※１３ 

※Ｓ 

項番３９ 

<備考> 

※１３ 

※Ｓ 

項番４０ 

<備考> 

※１３ 

※Ｓ 

項番４１ 

<備考> 

※１３ 

※Ｓ 

項番４２ 

<備考> 

※１３ 

※Ｓ 

9 

２５－６ 

 

同 

※１３ 地域密着型通所介護の

場合、当該種類支給限度額の要介

護状態区分に応じた値を参照す

る。 

10 

２９－６ 

項番８  

<備考> 

※３ 

項番９  

<備考> 

※３ 

項番１１  

<備考> 

※Ｓ 

同 

項番８ 

<備考> 

※３ 

※９ 

項番９ 

<備考> 

※３ 

※９ 

項番１１ 

<備考> 

※８ 

※Ｓ 



Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

11 

２９－７ 

 

同 

※８ サービス種類コードが

「A2」、「A6」、「AF」の場合におい

て、「単位数」が-９９９９以上９

９９９９以下を設定する。上記以

外のサービス種類コードの場合、

「単位数」が１以上９９９９９以

下を設定する。 

 

※９ 介護給付費単位数票標準

マスタ（介護予防・日常生活支援

総合事業）適用開始年月日、適用

終了年月日の期間内を設定する。

介護給付費単位数票標準マスタ

（介護予防・日常生活支援総合事

業）適用開始年月日、適用終了年

月日が変更された際は適宜、介護

予防・日常生活支援総合事業サー

ビスコード異動連絡票情報を提

出し、適用開始年月日、適用終了

年月日を見直す必要がある。 

12 

２９－１０ 

項番２ 

<内容> 

個人番号情報の取得または変更

等が生じた年月日（西暦年月日

(YYYYMMDD)）を設定する  

<備考> 

※２ 

同 

項番２ 

<内容> 

個人番号情報の登録または変更

等が生じた年月日（西暦年月日

(YYYYMMDD)）を設定する 

<備考> 

※２ 

※５ 

13 
２９－１０ 

項番７  

被保険者氏名（カナ） 
同 

項番７ 

（削除） 

14 
２９－１０ 

項番８ 

生年月日 
同 

項番８ 

（削除） 

15 
２９－１０ 

項番９ 

性別コード 
同 

項番９ 

（削除） 

16 
２９－１０ 

項番１０ 

広域連合（政令市）保険者番号 
同 

項番１０ 

（削除） 

17 ２９－１０ 項番１１ 同 項番７ 

18 

２９－１０ 

項番７ 

<備考> 

※４ 
同 

項番７ 

<備考> 

※４ 

※５ 

19 
２９－１０ 

 
同 

脚注に※５を追加 

 

20 

２９－１１ 

※個人番号異動連絡票情報は受

給者異動連絡票情報を送付して

いる場合のみ送付する 

同 

（削除） 



Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

21 

２９－１１ 

交換情報識別番号 

異動年月日 

異動区分コード 

異動事由 

証記載保険者番号 

被保険者番号 

被保険者氏名（カナ） 

生年月日 

性別コード 

広域連合（政令市）保険者番号 

個人番号 

同 

交換情報識別番号 

異動年月日 

異動区分コード 

異動事由 

証記載保険者番号 

被保険者番号 

個人番号 

22 

３０－３ 

１．３．５ 受給者訂正連絡票情

報 

項番６６ 

<項目名> 

個人番号（国保） 

<内容> 

個人番号（国保） 

 

同 

１．３．５ 受給者訂正連絡票情

報 

項番６６ 

<項目名> 

宛名番号 

<内容> 

宛名番号 

23 

３０－７ 

項番９ 

<備考> 

※３ 

項番１０ 

<備考> 

※３ 

項番１２ 

<備考> 

※Ｓ 

同 

項番９ 

<備考> 

※３ 

※９ 

項番１０ 

<備考> 

※３ 

※９ 

項番１２ 

<備考> 

※８ 

※Ｓ 

24 

３０－８ 

 

同 

※８ サービス種類コードが

「A2」、「A6」、「AF」の場合におい

て、「単位数」が-９９９９以上９

９９９９以下を設定する。上記以

外のサービス種類コードの場合、

「単位数」が１以上９９９９９以

下を設定する。 

 

※９ 介護給付費単位数票標準

マスタ（介護予防・日常生活支援

総合事業）適用開始年月日、適用

終了年月日の期間内を設定する。

介護給付費単位数票標準マスタ

（介護予防・日常生活支援総合事

業）適用開始年月日、適用終了年

月日が変更された際は適宜、介護

予防・日常生活支援総合事業サー

ビスコード訂正連絡票情報を提

出し、適用開始年月日、適用終了

年月日を見直す必要がある。 



Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

25 

３０－１０ 

項番２ 

<内容> 

個人番号情報の取得または変更

等が生じた年月日（西暦年月日

(YYYYMMDD)）を設定する  

同 

項番２ 

<内容> 

個人番号情報の登録または変更

等が生じた年月日（西暦年月日

(YYYYMMDD)）を設定する 

26 
３０－１０ 

項番３ 

異動区分コード 
同 

項番３ 

（削除） 

27 
３０－１０ 

項番９ 

被保険者氏名（カナ） 
同 

項番９ 

（削除） 

28 
３０－１０ 

項番１０ 

生年月日 
同 

項番１０ 

（削除） 

29 
３０－１０ 

項番１１ 

性別コード 
同 

項番１１ 

（削除） 

30 

３０－１０ 

項番４ 

項番５ 

項番６ 

項番７ 

同 

項番３ 

項番４ 

項番５ 

項番６ 

31 ３０－１０ 項番１２ 同 項番８ 

32 

３０－１１ 

交換情報識別番号 

異動年月日 

異動区分コード 

異動事由 

訂正年月日 

訂正区分 

証記載保険者番号 

被保険者番号 

被保険者氏名（カナ） 

生年月日 

性別コード 

個人番号 

同 

交換情報識別番号 

異動年月日 

異動事由 

訂正年月日 

訂正区分 

証記載保険者番号 

被保険者番号 

個人番号 

33 

３３－１ 

１．３．９ 受給者情報更新結果

情報 

項番６８ 

<項目名> 

個人番号（国保） 

<内容> 

個人番号（国保） 

同 

１．３．９ 受給者情報更新結果

情報 

項番６８ 

<項目名> 

宛名番号 

<内容> 

宛名番号 

34 

４４－９ 

項番２ 

<内容> 

個人番号情報の取得または変更

等が生じた年月日（西暦年月日

(YYYYMMDD)）を設定する  

同 

項番２ 

<内容> 

個人番号情報の登録または変更

等が生じた年月日（西暦年月日

(YYYYMMDD)）を設定する 

35 
４４－９ 

項番９ 

被保険者氏名（カナ） 
同 

項番９ 

（削除） 

36 
４４－９ 

項番１０ 

生年月日 
同 

項番１０ 

（削除） 

37 
４４－９ 

項番１１ 

性別コード 
同 

項番１１ 

（削除） 

38 
４４－９ 

項番１２ 

広域連合（政令市）保険者番号 
同 

項番１２ 

（削除） 



Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

39 

４４－９ 

項番１３ 

<内容> 

個人番号を設定する 

<備考> 

※３ 

同 

項番１３ 

<内容> 

設定しない 

<備考> 

（削除） 

40 ４４－９ 項番１３ 同 項番９ 

41 

４４－９ 

脚注の※３ 「インタフェース仕

様書 共通編 1.4 コード一覧」

参照。(P.41-12) 

同 

脚注の※３ 

（削除） 

42 

４４－１０ 

交換情報識別番号 

異動年月日 

異動区分コード 

異動事由 

訂正年月日 

訂正区分コード 

証記載保険者番号 

被保険者番号 

被保険者氏名（カナ） 

生年月日 

性別コード 

広域連合（政令市）保険者番号 

個人番号 

同 

交換情報識別番号 

異動年月日 

異動区分コード 

訂正年月日 

訂正区分コード 

異動事由 

証記載保険者番号 

被保険者番号 

個人番号 

43 

４７ 

１．３．１３ 受給者台帳情報（単

票・一覧表） 

項番６７ 

<項目名> 

個人番号（国保） 

<内容> 

個人番号（国保） 

同 

１．３．１３ 受給者台帳情報（単

票・一覧表） 

項番６７ 

<項目名> 

宛名番号 

<内容> 

宛名番号 

44 

５９－８ 

項番２ 

<内容> 

個人番号情報に変更が生じた年

月日（西暦年月日(YYYYMMDD)）を

設定する 

同 

項番２ 

<内容> 

個人番号情報の登録または変更

が生じた年月日（西暦年月日

(YYYYMMDD)）を設定する 

45 
５９－８ 

項番８ 

被保険者氏名（カナ） 
同 

項番８ 

（削除） 

46 
５９－８ 

項番９ 

生年月日 
同 

項番９ 

（削除） 

47 
５９－８ 

項番１０ 

性別コード 
同 

項番１０ 

（削除） 

48 
５９－８ 

項番１１ 

広域連合（政令市）保険者番号 
同 

項番１１ 

（削除） 

49 

５９－８ 

項番１２ 

<備考> 

※３ 
同 

項番１２ 

<備考> 

※３ 

※４ 

50 ５９－８ 項番１２ 同 項番８ 

51 

５９－８ 

 

同 

※４ 保険者番号単位に出力す

る場合は、個人番号を設定しな

い。 



Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

52 

５９－９ 

交換情報識別番号 

異動年月日 

訂正年月日 

異動区分コード 

異動事由 

証記載保険者番号 

被保険者番号 

被保険者氏名（カナ） 

生年月日 

性別コード 

広域連合（政令市）保険者番号 

個人番号 

同 

交換情報識別番号 

異動年月日 

訂正年月日 

異動区分コード 

異動事由 

証記載保険者番号 

被保険者番号 

個人番号 

53 

６２－１ 

１．３．１８ 受給者情報突合情

報 

項番７０ 

<項目名> 

個人番号（国保） 

<内容> 

個人番号（国保） 

同 

１．３．１８ 受給者情報突合情

報 

項番７０ 

<項目名> 

宛名番号 

<内容> 

宛名番号 

54 

６６－１ 

１．３．１９ 受給者情報突合結

果情報 

項番６８ 

<項目名> 

個人番号（国保） 

<内容> 

個人番号（国保） 

同 

１．３．１９ 受給者情報突合結

果情報 

項番６８ 

<項目名> 

宛名番号 

<内容> 

宛名番号 

55 

７３－１ 

引き継がない条件 

・要介護状態区分コードが“12：

要支援 1”もしくは“13：要支援

2”で居宅サービス計画作成区分

コード・居宅介護支援事業所（介

護予防支援事業所）番号の設定が

なく且つ、前履歴の居宅サービス

計画作成区分コードが“1：居宅

介護支援事業所作成”の場合は、

全項目ともに引き継がない 

 同 

引き継がない条件 

・要介護状態区分コードが“12：

要支援 1”もしくは“13：要支援

2”で居宅サービス計画作成区分

コード・居宅介護支援事業所（介

護予防支援事業所）番号の設定が

なく且つ、前履歴の居宅サービス

計画作成区分コードが“1：居宅

介護支援事業所作成”の場合は、

全項目ともに引き継がない 

・要介護状態区分コードが“21：

要介護 1”、“22：要介護 2”、“23：

要介護 3”、“24：要介護 4”、“25：

要介護 5”で居宅サービス計画作

成区分コード・居宅介護支援事業

所（介護予防支援事業所）番号の

設定がなく且つ、前履歴の居宅サ

ービス計画作成区分コードが

“3：介護予防支援事業所・地域

包括支援センター作成”の場合

は、全項目ともに引き継がない 

56 

７７ 

 

同 

（１）広域連合（政令市）が作成

する情報に以下を追加 

⑨個人番号異動連絡票情報を追

加 



Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

57 

７８－１ 

 

同 

（３）広域連合（政令市）で作成

する情報のイメージに以下を追

加 

⑨個人番号異動連絡票情報を追

加 

58 

８０ 

 

同 

（１）広域連合（政令市）が作成

する情報に以下を追加 

⑨個人番号異動連絡票情報を追

加 

（２）各市町村が作成する情報に

以下を追加 

⑧個人番号異動連絡票情報を追

加 

59 

８１－１ 

 

同 

（４）各市町村が作成する情報の

イメージ 

⑧個人番号異動連絡票情報を追

加 

60 

８３ 

 

同 

（１）広域連合（政令市）が作成

する情報に以下を追加 

③個人番号異動連絡票情報を追

加 

（２）新たに広域連合に加わる市

町村が作成する情報に以下を追

加 

⑧個人番号異動連絡票情報を追

加 

61 

８４ 

 

同 

（３）広域連合（政令市）で作成

する情報のイメージに以下を追

加 

③個人番号異動連絡票情報を追

加 

62 

８４－１ 

 

同 

（４）新たに広域連合に加わる市

町村が作成する情報のイメージ

に以下を追加 

⑧個人番号異動連絡票情報を追

加 

63 

８６ 

 

同 

（１）広域連合が作成する情報に

以下を追加 

③個人番号異動連絡票情報を追

加 

（２）広域連合から脱退した市町

村が作成する情報に以下を追加 

⑧個人番号異動連絡票情報を追

加 

64 

８７ 

 

同 

（３）広域連合で作成する情報の

イメージに以下を追加 

③個人番号異動連絡票情報を追

加 

65 

８７－１ 

 

同 

（４）広域連合から脱退した市町

村が作成する情報のイメージに

以下を追加 

⑧個人番号異動連絡票情報を追

加 



Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

66 

８９ 

 

同 

（１）広域連合が作成する情報に

以下を追加 

⑨個人番号異動連絡票情報を追

加 

（２）各市町村が作成する情報に

以下を追加 

⑧個人番号異動連絡票情報を追

加 

67 

９０－１ 

 

同 

（３）広域連合で作成する情報の

イメージ 

⑨個人番号異動連絡票情報を追

加 

68 

９１－１ 

 

同 

（４）各市町村が作成する情報の

イメージに以下を追加 

⑧個人番号異動連絡票情報を追

加 

69 

９３ 

 

同 

（１）広域連合が作成する情報に

以下を追加 

③個人番号異動連絡票情報を追

加 

70 

９４ 

 

同 

（３）広域連合で作成する情報の

イメージに以下を追加 

③個人番号異動連絡票情報を追

加 

71 

９５ 

 

同 

（１）合併後の広域連合が作成す

る情報に以下を追加 

③個人番号異動連絡票情報を追

加 

（２）新たに広域連合に加わる元

の広域連合が作成する情報に以

下を追加 

⑨個人番号異動連絡票情報を追

加 

72 

９６ 

 

同 

（３）広域連合で作成する情報の

イメージに以下を追加 

③個人番号異動連絡票情報を追

加 

73 

９８ 

 

同 

（１）広域連合（政令市）が作成

する情報に以下を追加 

②個人番号異動連絡票情報を追

加 

74 

９９ 

 

同 

（３）広域連合（政令市）で作成

する情報のイメージに以下を追

加 

②個人番号異動連絡票情報を追

加 

75 

１００ 

 

同 

１．６．１１ 交換する情報と想

定ケースとの対応表のケース１

～４及び、ケース５～ケース８の

交換情報に「個人番号異動連絡票

情報」を追加 
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76 

１００ 
 

１００－１ 

１．６．１１交換する情報と想定

ケースとの対応表 ケース５～

ケース８のページ番号のみ変更 

77 
１０２ 

 
同 

「宛名番号」が変更された帳票イ

メージに差し換え 

78 
１０３ 

 
同 

「宛名番号」が変更された帳票イ

メージに差し換え 

79 
１０４ 

 
同 

「宛名番号」が変更された帳票イ

メージに差し換え 

80 
１０５ 

 
同 

「宛名番号」が変更された帳票イ

メージに差し換え 

81 
１０６ 

 
同 

「宛名番号」が変更された帳票イ

メージに差し換え 

82 
１２２ 

 
同 

「宛名番号」が変更された帳票イ

メージに差し換え 

83 
１２３ 

 
同 

「宛名番号」が変更された帳票イ

メージに差し換え 

84 
１２４ 

 
同 

「宛名番号」が変更された帳票イ

メージに差し換え 

85 
１２５ 

 
同 

「宛名番号」が変更された帳票イ

メージに差し換え 

86 
１２６ 

 
同 

「宛名番号」が変更された帳票イ

メージに差し換え 

87 
１９１ 

明細レコード 

款コード 
同 

明細レコード 

目コード 

88 

１９２－８ 

項番５ 

<備考> 

※１ ※３ 

 

同 

項番５ 

<備考> 

※１ ※３ 

※４ 

 

89 

１９２－８ 

項番６ 

<備考> 

※３ 

 

同 

項番６ 

<備考> 

※３ 

※４ 

 

90 
１９２－８ 

 
同 

脚注に※４を追加 

 

91 

１９７－７ 

 

同 

トレーラレコード１（高額介護予

防サービス費）を追加 

 

92 
１９７－７ 

トレーラレコード１（合計） 

 
同 

トレーラレコード２（合計） 

93 

１９７－８ 

 

同 

トレーラレコード１（高額介護予

防サービス費）を追加 

 

94 
１９７－８ 

トレーラレコード１（合計） 

 
同 

トレーラレコード２（合計） 

95 

２００ 

項番９ 内容 

 

項単位で合計した公費負担社負

担分の金額（再審査・過誤分を考

慮したもの）を出力する 

同 

項番９ 内容 

 

項単位で合計した公費負担者負

担分の金額（再審査・過誤分を考

慮したもの）を出力する 
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96 

２０４－２ 

項番５ 

<備考> 

※１ ※３ 

 

同 

項番５ 

<備考> 

※１ ※３ 

※４ 

 

97 

２０４－２ 

項番６ 

<備考> 

※３ 

 

同 

項番６ 

<備考> 

※３ 

※４ 

 

98 
２０４－２ 

 
同 

脚注に※４を追加 

 

99 

２０９－３ 

 

同 

脚注に※３の明細レコードの種

類に高額を追加 

 

100 

２０９－３ 

項番１１ 

<受給者計> 

受給者番号単位で公費対象分の

単位数 

 

同 

項番１１ 

<受給者計> 

受給者番号単位で、高額介護予防

サービスを考慮した公費対象分

の単位数 

 

101 

２０９－３ 

項番１２ 

<受給者計> 

受給者番号単位で公費対象分の

金額 

 

同 

項番１２ 

<受給者計> 

受給者番号単位で、高額介護予防

サービスを考慮した公費対象分

の金額 

 

102 

２１７－４ 

集計レコード 

介護給付費 件数 同 

集計レコード 

介護予防・日常生活支援総合事

業費 件数 

103 
２１９ 

 
同 

「作成区分」が変更された帳票イ

メージに差し替え 

104 
２２８－２ 

 
同 

「高額介護予防サービス費」欄を

追加した帳票レイアウトに変更 

105 
２２９－２ 

 
同 

「高額介護予防サービス費」欄を

追加した帳票レイアウトに変更 

106 
２３２－１ 

 
同 

「高額介護予防サービス費」欄を

追加した帳票レイアウトに変更 

107 

２３６ 

 

同 

「作成区分」が変更された帳票イ

メージに差し替え 

「提出年月」の印字内容を変更 

108 
２４５－２ 

 
同 

「高額介護予防サービス費」欄を

追加した帳票レイアウトに変更 

109 
２４６－２ 

 
同 

「高額介護予防サービス費」欄を

追加した帳票レイアウトに変更 

110 
２４９－１ 

 
同 

「高額介護予防サービス費」欄を

追加した帳票レイアウトに変更 
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111 

２６０ 

1.給付実績から、高額介護サービ

ス費給付対象者一覧表、高額介護

サービス費給付のお知らせ、高額

介護（居宅支援）サービス費支給

申請書、外字空白印字リスト（高

額介護サービス費給付対象者）を

作成して、保険者に送付する。 

 

2.高額介護サービス費給付対象

者一覧表、外字空白印字リスト

（高額介護サービス費給付対象

者）を保管する。 

同 

1.給付実績から、高額介護サービ

ス費給付対象者一覧表、高額介護

サービス費給付対象者一覧表（総

合事業）、高額介護サービス費給

付のお知らせ、高額介護（居宅支

援）サービス費支給申請書、外字

空白印字リスト（高額介護サービ

ス費給付対象者）、外字空白印字

リスト（高額介護サービス費給付

対象者）（総合事業）を作成して、

保険者に送付する。 

 

2.高額介護サービス費給付対象

者一覧表、高額介護サービス費給

付対象者一覧表（総合事業）、外

字空白印字リスト（高額介護サー

ビス費給付対象者）、外字空白印

字リスト（高額介護サービス費給

付対象者）（総合事業）を保管す

る。 

112 

２６１ 

 

同 

・高額介護サービス費給付対象者

一覧表（総合事業）を概要図に追

加 

・外字空白印字リスト（高額介護

サービス費給付対象者）（総合事

業）を概要図に追加 

113 

２６２ 

項番４ 

高額介護サービス費支給（不支

給）決定者一覧表、高額介護サー

ビス費支給（不支給）決定通知書、

外字空白印字リスト（高額介護サ

ービス費支給（不支給）決定者）、

振込依頼書（高額）を作成して、

保険者に送付する。 同 

項番４ 

高額介護サービス費支給（不支

給）決定者一覧表、高額介護サー

ビス費支給（不支給）決定通知書、

外字空白印字リスト（高額介護サ

ービス費支給（不支給）決定者）、

振込依頼書（高額）、高額介護サ

ービス費支給（不支給）決定者一

覧表（総合事業）、高額介護サー

ビス費支給（不支給）決定通知書

（総合事業）、外字空白印字リス

ト（高額介護サービス費支給（不

支給）決定者）（総合事業）、振込

依頼書（高額）（総合事業）を作

成して、保険者に送付する。 

114 

２６２ 

項番５ 

高額介護サービス費支給（不支

給）決定者一覧表、外字空白印字

リスト（高額介護サービス費支給

（不支給）決定者）を保管する。 
同 

項番５ 

高額介護サービス費支給（不支

給）決定者一覧表、外字空白印字

リスト（高額介護サービス費支給

（不支給）決定者）、高額介護サ

ービス費支給（不支給）決定者一

覧表（総合事業）、外字空白印字

リスト（高額介護サービス費支給

（不支給）決定者）（総合事業）

を保管する。 
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115 

２６２ 

項番６ 

高額介護サービス費支給（不支

給）決定通知書を受給者に送付す

る。 

同 

項番６ 

高額介護サービス費支給（不支

給）決定通知書、高額介護サービ

ス費支給（不支給）決定通知書（総

合事業）を受給者に送付する。 

116 

２６２ 

項番７ 

振込依頼書（高額）を金融機関に

送付する。 
同 

項番７ 

振込依頼書（高額）、振込依頼書

（高額）（総合事業）を金融機関

に送付する。 

117 

２６２ 

備考 

保険者が各種支払支援処理を委

託している場合、振込依頼書（高

額）の作成は行わない。 

同 

備考 

保険者が各種支払支援処理を委

託している場合、振込依頼書（高

額）、振込依頼書（高額）（総合事

業）の作成は行わない。 

118 

２６３ 

 

同 

イメージ追加 

・高額介護サービス費給付判定結

果情報（総合事業） 

・高額介護サービス費支給（不支

給）決定者一覧表情報（総合事業） 

・外字空白印字リスト（高額介護

サービス費支給（不支給）決定者）

情報（総合事業） 

・高額介護サービス費支給 

（不支給）決定通知書（総合事業） 

・振込依頼書（高額）情報（総合

事業） 

119 

２６３ 

国保連合会に各種支払支援処理

を委託している場合、振込依頼書

（高額）情報は送付されない 
同 

国保連合会に各種支払支援処理

を委託している場合、振込依頼書

（高額）情報、振込依頼書（高額）

情報（総合事業）は送付されない 

120 

２６４ 

項番１ 

償還払給付額管理処理及び高額

介護サービス費支給処理で作成

された支払データから、振込デー

タを作成して、保険者に送付す

る。 

同 

項番１ 

償還払給付額管理処理及び高額

介護サービス費支給処理で作成

された支払データから、振込デー

タ、振込データ（総合事業）を作

成して、保険者に送付する。 

121 

２６４ 

項番２ 

振込データを金融機関に送付す

る。 

同 

項番２ 

振込データ、振込データ（総合事

業）を金融機関に送付する。 

122 
２６５ 

 
同 

イメージ追加 

・振込データ（総合事業） 

123 

２６６ 

項番１ 

償還払給付額管理処理及び高額

介護サービス費支給処理で作成

された支払データから、振込デー

タ、指定金融機関別集計書、振込

者一覧表、払込請求書を作成す

る。 

同 

項番１ 

償還払給付額管理処理及び高額

介護サービス費支給処理で作成

された支払データから、振込デー

タ、指定金融機関別集計書、振込

者一覧表、払込請求書、振込デー

タ（総合事業）、指定金融機関別

集計書（総合事業）、振込者一覧

表（総合事業）、払込請求書（総

合事業）を作成する。 
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124 

２６６ 

項番２ 

振込者一覧表、払込請求書を保険

者に送付する。 同 

項番２ 

振込者一覧表、払込請求書、振込

者一覧表（総合事業）、払込請求

書（総合事業）を保険者に送付す

る。 

125 

２６６ 

項番３ 

振込者一覧表を保管する。 同 

項番３ 

振込者一覧表、振込者一覧表（総

合事業）を保管する。 

126 

２６６ 

項番４ 

払込請求書を利用して、国保連合

会への振込を行う。 
同 

項番４ 

払込請求書、払込請求書（総合事

業）を利用して、国保連合会への

振込を行う。 

127 

２６６ 

項番５ 

入金を確認して、振込データ、指

定金融機関別集計書を金融機関

に送付する。 
同 

項番５ 

入金を確認して、振込データ、指

定金融機関別集計書、振込データ

（総合事業）、指定金融機関別集

計書（総合事業）を金融機関に送

付する。 

128 

２６６ 

項番６ 

金融機関から振込結果を受け取

る。 

同 

項番６ 

金融機関から振込結果、振込結果

（総合事業）を受け取る。 

129 

２６６ 

項番８ 

振込不能者一覧表、振込依頼書

（戻入）を作成する。 同 

項番８ 

振込不能者一覧表、振込依頼書

（戻入）、振込不能者一覧表（総

合事業）、振込依頼書（戻入）（総

合事業）を作成する。 

130 

２６６ 

項番９ 

振込不能者一覧表を保険者に送

付する。 
同 

項番９ 

振込不能者一覧表、振込不能者一

覧表（総合事業）を保険者に送付

する。 

131 

２６６ 

項番１０ 

振込不能者一覧表を保管する。 同 

項番１０ 

振込不能者一覧表、振込不能者一

覧表（総合事業）を保管する。 

132 

２６６ 

項番１１ 

振込依頼書（戻入）を金融機関に

送付して、保険者へ振込不能者分

の金額の戻入を行う。 

同 

項番１１ 

振込依頼書（戻入）、振込依頼書

（戻入）（総合事業）を金融機関

に送付して、保険者へ振込不能者

分の金額の戻入を行う。 

133 

２６７ 

 

同 

イメージ追加 

・振込者一覧表情報（総合事業） 

・払込請求書（総合事業） 

・振込データ（総合事業） 

・指定金融機関別集計書（総合事

業） 

・振込結果（総合事業） 

・振込不能者一覧表情報（総合事

業） 

・振込依頼書（戻入）（総合事業） 
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134 

２６８ 

項番１ 

償還払給付額管理処理及び高額

介護サービス費支給処理で作成

された支払データから、振込デー

タ、指定金融機関別集計書、振込

者一覧表、払込請求書を作成す

る。 

同 

項番１ 

償還払給付額管理処理及び高額

介護サービス費支給処理で作成

された支払データから、振込デー

タ、指定金融機関別集計書、振込

者一覧表、払込請求書、振込デー

タ（総合事業）、指定金融機関別

集計書（総合事業）、振込者一覧

表（総合事業）、払込請求書（総

合事業）を作成する。 

135 

２６８ 

項番２ 

振込者一覧表、払込請求書を保険

者に送付する。 同 

項番２ 

振込者一覧表、払込請求書、振込

者一覧表（総合事業）、払込請求

書（総合事業）を保険者に送付す

る。 

136 

２６８ 

項番３ 

振込者一覧表を保管する。 同 

項番３ 

振込者一覧表、振込者一覧表（総

合事業）を保管する。 

137 

２６８ 

項番４ 

払込請求書を利用して、国保連合

会への振込を行う。 
同 

項番４ 

払込請求書、払込請求書（総合事

業）を利用して、国保連合会への

振込を行う。 

138 

２６８ 

項番５ 

入金を確認して、振込データ、指

定金融機関別集計書を金融機関

に送付する。 
同 

項番５ 

入金を確認して、振込データ、指

定金融機関別集計書、振込データ

（総合事業）、指定金融機関別集

計書（総合事業）を金融機関に送

付する。 

139 

２６８ 

項番６ 

金融機関から振込結果を受け取

る。 

同 

項番６ 

金融機関から振込結果、振込結果

（総合事業）を受け取る。 

140 

２６８ 

項番８ 

振込不能者への再振込または振

込不能者分の金額の保険者への

戻入を行うために、振込依頼書

（戻入）を作成して、金融機関に

送付する。 

同 

項番８ 

振込不能者への再振込または振

込不能者分の金額の保険者への

戻入を行うために、振込依頼書

（戻入）、振込依頼書（戻入）（総

合事業）を作成して、金融機関に

送付する。 

141 

２６９ 

 

同 

イメージ追加 

・振込者一覧表情報（総合事業） 

・払込請求書（総合事業） 

・振込データ（総合事業） 

・指定金融機関別集計書（総合事

業） 

・振込結果（総合事業） 

・振込依頼書（戻入）（総合事業）

（手書き） 

142 ２８６  同 項番(２) 

143 
２８６ 

 
同 

高額介護サービス費給付判定結

果（総合事業） 

144 
２８７ 

 
同 

項番（５） 

項番（６） 



Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

145 

２８７ 

項番（５） 

項番（６） 

項番（７） 

項番（８） 

同 

項番（７） 

項番（８） 

項番（９） 

項番（１０） 

146 

－ 

 

２８７－１ 

項番(１１) 

項番(１２) 

項番(１３) 

項番(１４) 

147 

２８８ 

 

同 

帳票名 

・高額介護サービス費給付対象者

一覧表（総合事業） 

・外字空白印字リスト（高額介護

サービス費給付対象者）（総合事

業） 

・高額介護サービス費支給（不支

給）決定者一覧表（総合事業） 

・高額介護サービス費支給（不支

給）決定通知書（総合事業） 

・振込依頼書（高額）（総合事業） 

・外字空白印字リスト（高額介護

サービス費支給（不支給）決定者）

（総合事業） 

148 

２８９ 

 

同 

項番(５) 

項番(６) 

項番(７) 

項番(８) 

149 

２８９ 

 

同 

帳票名 

振込データ（総合事業） 

払込請求書（総合事業） 

振込者一覧表（総合事業） 

振込不能者一覧表（総合事業） 

150 

３２７－１ 

 

同 

項番７に以下の内容を追加 

<項目名> 

整理番号 

<属性> 

数字 

<ﾊﾞｲﾄ数> 

１０ 

<内容> 

被保険者の申請単位に付与する

整理番号を設定する 

151 ３２７－１ 

～ 

３２７－２ 

項番７～項番５５ 

同 

項番８～項番５６に変更 

152 
－ 

 
３７４－１ 

（２）高額介護サービス費給付判

定結果情報（総合事業） 

153 
－ 

 
３７４－２ 

（２）高額介護サービス費給付判

定結果情報（総合事業） 

154 

－ 

 

３７４－３ 

レコード構成図 

高額介護サービス費給付判定結

果情報（総合事業） 



Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

155 

３７７－１ 

項番２１ 

<内容> 

高額介護サービス費給付対象者

一覧表の№を出力する 
同 

項番２１ 

<内容> 

高額介護サービス費給付対象者

一覧表、高額介護サービス費給付

対象者一覧表（総合事業）の No.

を出力する 

156 

３７７－４ 

項番１３ 

<内容> 

高額介護サービス費給付対象者

一覧表の No.を出力する 
同 

項番１３ 

<内容> 

高額介護サービス費給付対象者

一覧表、高額介護サービス費給付

対象者一覧表（総合事業）の No.

を出力する 

157 
－ 

 
３７８－１ 

（５）高額介護サービス費給付対

象者一覧表情報（総合事業） 

158 
－ 

 
３７８－２ 

（５）高額介護サービス費給付対

象者一覧表情報（総合事業） 

159 

－ 

 

３７８－３ 

レコード構成図 

（５）高額介護サービス費給付対

象者一覧表情報（総合事業） 

160 

－ 

 

３７８－４ 

（６)外字空白印字リスト（高額

介護サービス費給付対象者）情報

（総合事業） 

161 

－ 

 

３８４－１ 

（１１）高額介護サービス費支給

（不支給）決定者一覧表情報（総

合事業） 

162 

－ 

 

３８４－２ 

（１１）高額介護サービス費支給

（不支給）決定者一覧表情報（総

合事業） 

163 

－ 

 

３８４－３ 

レコード構成図 

高額介護サービス費支給（不支

給）決定者一覧表情報（総合事業） 

164 

－ 

 

３８４－４ 

（１２）高額介護サービス費支給

（不支給）決定通知書情報（総合

事業） 

165 

－ 

 

３８４－５ 

（１２）高額介護サービス費支給

（不支給）決定通知書情報（総合

事業） 

166 

－ 

 

３８４－６ 

レコード構成図 

高額介護サービス費支給（不支

給）決定通知書情報（総合事業） 

167 

－ 

 

３８４－７ 

（１３）外字空白印字リスト（高

額介護サービス費支給（不支給）

決定者）情報（総合事業） 

168 
－ 

 
３８４－８ 

（１４）振込依頼書（高額）情報

（総合事業） 

169 

－ 

 

３８４－９ 

レコード構成図 

振込依頼書（高額）情報（総合事

業） 

170 －  ３９５－１ （７）振込データ情報（総合事業） 

171 －  ３９５－２ （７）振込データ情報（総合事業） 

172 －  ３９５－３ （７）振込データ情報（総合事業） 

173 
－ 

 
３９５－４ 

レコード構成図 

振込データ情報（総合事業） 



Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

174 

－ 

 

３９５－５ 

（８）払込請求書情報（総合事業） 

（９）振込者一覧表情報（総合事

業） 

175 
－ 

 
３９５－６ 

（９）振込者一覧表情報（総合事

業） 

176 
－ 

 
３９５－７ 

レコード構成図 

振込者一覧表情報（総合事業） 

177 

－ 

 

３９５－８ 

（１０）指定金融機関別集計書情

報（総合事業） 

（１１）振込不能者一覧表情報

（総合事業） 

178 
－ 

 
３９５－９ 

（１１）振込不能者一覧表情報

（総合事業） 

179 

－ 

 
３９５－１

０ 

レコード構成図 

振込不能者一覧表情報（総合事

業） 

180 
－ 

 ３９５－１

１ 

（１２）振込依頼書（戻入）情報

（総合事業） 

181 

４３０ 

 

同 

３．４．１ 給付系保険者事務共

同処理における委託の相関関係 

委託の相関関係図に高額介護サ

ービス費支給処理（総合事業）を

追加 

182 
４３０ 

（３）～（７） 
４３０－１ 

（３）～（７） 

ページ番号のみ変更 

183 
－ 

 
４３０－１ 

（８）高額介護サービス費支給処

理（総合事業） 

184 

４３１ 

 

同 

３．４．２ 給付系保険者事務共

同処理の委託と共同処理用情報

との関係 

委託の相関関係図に高額介護サ

ービス費支給処理（総合事業）を

追加 

185 

４４０ 

１「この通知書を受け取った日の

翌日から起算して６０日以内に、

ＮＮ介護保険審査会～」 

（３）「～正当の理由があると

き。」 

同 

帳票下部以下 2 文言を修正 

１「この通知書を受け取った日の

翌日から起算して３箇月以内に、

ＮＮＮＮ介護保険審査会～」に変

更した帳票イメージに差し替え 

（３）「～正当な理由があると

き。」 

 

帳票下部に以下文言を追加 

３ ただし、上記の期間が経過す

る前に、この決定があった日の翌

日から起算して１年を経過した

場合は、原則として審査請求する

ことができなくなり、また、審査

請求に対する裁決があった日の

翌日から起算して１年を経過し

た場合は、原則として決定の取消

しの訴えを提起することができ

なくなります。 



Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

186 

－ 
 

４４７－１ 

介護保険高額介護（予防）サービ

ス費給付判定結果（総合事業）を

追加 

187 
－ 

 
４４８－１ 

高額介護サービス費給付対象者

一覧表（総合事業）を追加 

188 

－ 

 

４５１－１ 

外字空白印字リスト（高額介護サ

ービス費給付対象者）（総合事

業）を追加 

189 

４５２－１ 

 

同 

高額介護サービス費支給（不支

給）決定者一覧表（総合事業）を

追加 

190 

４５３ 

１「この通知書を受け取った日の

翌日から起算して６０日以内に、

ＮＮ介護保険審査会～」 

２「裁決があったことを知った日

の翌日から起算して６箇月以内

に、ＮＮに対して～」 

（３）「～正当の理由があると

き。」 

同 

帳票下部以下 3 文言を修正 

１「この通知書を受け取った日の

翌日から起算して３箇月以内に、

ＮＮＮＮ介護保険審査会～」 

２「裁決があったことを知った日

の翌日から起算して６箇月以内

に、ＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮＮ

ＮＮＮＮＮＮＮに対して～」 

（３）「～正当な理由があると

き。」 

 

帳票下部に以下文言を追加 

３ ただし、上記の期間が経過す

る前に、この決定があった日の翌

日から起算して１年を経過した

場合は、原則として審査請求する

ことができなくなり、また、審査

請求に対する裁決があった日の

翌日から起算して１年を経過し

た場合は、原則として決定の取消

しの訴えを提起することができ

なくなります。 

191 

－ 

 

４５４－１ 

外字空白印字リスト（高額介護サ

ービス費支給（不支給）決定者）

（総合事業）を追加 

192 
－ 

 
４５５－１ 

振込依頼書（高額）情報（総合事

業）を追加 

193 
－ 

 
４５６－１ 

介護予防・日常生活支援総合事業

費払込請求書を追加 

194 －  ４５７－１ 振込者一覧表（総合事業）を追加 

195 
－ 

 
４５８－１ 

振込不能者一覧表（総合事業）を

追加 



Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

196 

４８８ 

１「この通知書を受け取った日の

翌日から起算して６０日以内に

～」 

（３）「～正当の理由があると

き。」 

同 

・帳票下部以下 2文言を修正 

１「この通知書を受け取った日の

翌日から起算して３箇月以内に

～」 

（３）「～正当な理由があると

き。」 

・帳票下部に以下文言を追加 

３ ただし、上記の期間が経過す

る前に、この決定があった日の翌

日から起算して１年を経過した

場合は、原則として審査請求する

ことができなくなり、また、審査

請求に対する裁決があった日の

翌日から起算して１年を経過し

た場合は、原則として決定の取消

しの訴えを提起することができ

なくなります。 

・「サービス提供年月」「受付年月

日」「決定年月日」の印字内容を

変更 

197 

－ 

 

４９５－１ 

介護保険高額介護（予防）サービ

ス費給付判定結果（総合事業）を

追加 

198 
－ 

 
４９６－１ 

高額介護サービス費給付対象者

一覧表（総合事業）を追加 

199 

４９７ 

以下帳票文言を修正 

「下記のとおり、介護保険法第５

１条もしくは第６１条による高

額介護（予防）給付費の支給対象

となる予定ですのでお知らせし

ます。」 

同 

・以下帳票文言を修正 

「下記のとおり、介護保険法第５

１条もしくは第６１条等による

高額介護（予防）給付費の支給対

象となる予定ですのでお知らせ

します。」 

・「サービス提供年月」の印字内

容を変更 

200 

－ 
 

４９９－１ 

外字空白印字リスト（高額介護サ

ービス費給付対象者）（総合事

業）を追加 

201 

－ 

 

５００－１ 

高額介護サービス費支給（不支

給）決定者一覧表（総合事業）を

追加 



Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

202 

５０１ 

・帳票下部以下 2文言を修正 

１「この通知書を受け取った日の

翌日から起算して６０日以内に、

○○介護保険審査会～」 

（３）「～正当の理由があると

き。」 

同 

・帳票下部以下 2文言を修正 

１「この通知書を受け取った日の

翌日から起算して３箇月以内に、

○○介護保険審査会～」 

（３）「～正当な理由があると

き。」 

 

・「サービス提供年月」「受付年月

日」「決定年月日」の印字内容を

変更 

 

・帳票下部に以下文言を追加 

３ ただし、上記の期間が経過す

る前に、この決定があった日の翌

日から起算して１年を経過した

場合は、原則として審査請求する

ことができなくなり、また、審査

請求に対する裁決があった日の

翌日から起算して１年を経過し

た場合は、原則として決定の取消

しの訴えを提起することができ

なくなります。 

203 

－ 

 

５０１－１ 

高額介護サービス費支給（不支

給）決定通知書（総合事業）を追

加 

204 

－ 

 

５０２－１ 

外字空白印字リスト（高額介護サ

ービス費支給（不支給）決定者）

（総合事業）を追加 

205 
－ 

 
５０３－１ 

振込依頼書（高額）情報（総合事

業）を追加 

206 
－ 

 
５０４－１ 

介護予防・日常生活支援総合事業

費払込請求書を追加 

207 －  ５０５－１ 振込者一覧表（総合事業）を追加 

208 
－ 

 
５０６－１ 

振込不能者一覧表（総合事業）を

追加 

209 

５２９ 
資格系（付帯業務）保険者事務共

同処理業務（平成 27 年 6 月処理

分まで） 

同 

資格系（付帯業務）保険者事務共

同処理業務（平成 27 年 10 月処理

分まで） 

210 
５９７ 

 
同 

様式第十五の二を追加 

 

211 ５９７－１ 

６１２ 

様式第十五 
同 

様式第十五・十五の二 

 

212 

６１６－１ 

項番２９ 

<項目名> 

個人番号（国保） 

<内容> 

個人番号（国保）を設定する 

同 

項番２９ 

<項目名> 

宛名番号 

<内容> 

宛名番号を設定する 

 

213 

６１６－２ 

項番３１ 

<備考> 

項番２５が「居宅介護支援事業

所」のとき必須 

同 

項番３１ 

<備考> 

項番３０が「居宅介護支援事業

所」のとき必須 



Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

214 

６１９ 

※８ 以下のサービスを記載す

る場合には、“０”または NULL を

設定する。～省略～ 

（ただし、日割り計算用のサービ

スコード並びに算定単位が「1 回

につき」及び「1 日につき」のサ

ービスコードを記載する場合を

除く） 

同 

※８ 以下のサービスを記載す

る場合には、“０”または NULL を

設定する。～省略～ 

（ただし、日割り計算用のサービ

スコード並びに算定単位が「1 回

につき」及び「1 日につき」のサ

ービスコード並びに一部加算（特

別地域加算、中山間地域等におけ

る小規模事業所加算、中山間地域

等に居住する者へのサービス提

供加算、介護職員処遇改善加算）

のサービスコードを記載する場

合を除く） 

215 

６１９－２ 

※６ 以下のサービスを記載す

る場合には、“０”または NULL を

設定する。～省略～ 

（ただし、日割り計算用のサービ

スコード並びに算定単位が「1 回

につき」及び「1 日につき」のサ

ービスコードを記載する場合を

除く） 

同 

※６ 以下のサービスを記載す

る場合には、“０”または NULL を

設定する。～省略～ 

（ただし、日割り計算用のサービ

スコード並びに算定単位が「1 回

につき」及び「1 日につき」のサ

ービスコード並びに一部加算（特

別地域加算、中山間地域等におけ

る小規模事業所加算、中山間地域

等に居住する者へのサービス提

供加算、介護職員処遇改善加算）

のサービスコードを記載する場

合を除く） 

216 

６３２ 

※４ 給付実績区分コードが”

１”(現物)の場合は未設定。給付

実績区分コードが”２”(償還)の

場合は“3411”を設定する。 

 同 

※４ 給付実績区分コードが”

１”(現物)の場合は未設定。給付

実績区分コードが”２”(償還)の

場合は“3411”または“3421”を

設定する。なお、介護給付費にか

かる高額介護（介護予防）サービ

ス費は”3411”、総合事業費にか

かる高額介護予防サービス費は”

3421”。 

217 

６３２ 

※６ 交換情報識別番号が”

1131”、”1132”、”1133”、”1134”、”

1135”、”1136”、”1137” 、”1138”

の場合は”09”。交換情報識別番

号が”1141”、”1142”、”1143”、”

1144”、”1145”、”1146”、”1147”、”

1148”、”1111”、”1112”、”1113”、”

1114”、”1115”、”1116”、”1117”、

または、”1118”の場合は”D8”。 

 

６３２－１ 

※６ 交換情報識別番号が”

1131”、”1132”、”1133”、”1134”、”

1135”、”1136”、”1137”の場合は、”

09”。”1138”の場合は、介護給付

費にかかる高額介護（介護予防）

サービス費は”09”、総合事業費

にかかる高額介護予防サービス

費の場合は”15”。交換情報識別

番号が”1141”、”1142”、”1143”、”

1144”、”1145”、”1146”、”1147”、”

1111”、”1112”、”1113”、”1114”、”

1115”、”1116”、”1117”の場合は、”

D8”。”1148”、”1118”の場合は、

介護給付費にかかる高額介護（介

護予防）サービス費は”D8”、総

合事業費にかかる高額介護予防

サービス費は”DE”。 



Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

218 
６３２ 

 

 
６３２－１ 

※Ｓをページ番号６３２から移

動 

219 
６３７ 

 
同 

様式第十五の二を追加 

 

220 ６４０－２

６４０－３ 

様式第十五 
同 

様式第十五・十五の二 

 

221 

６４０－３ 

項番２９ 

<項目名> 

個人番号（国保） 
同 

項番２９ 

<項目名> 

宛名番号 

 

222 ６４０－４

６４０－５ 

様式第十五 
同 

様式第十五・十五の二 

 

223 
６４１ 

 
同 

様式第二・二の二を追加 

 

224 ６４１ 

６４２ 

様式第十五 
同 

様式第十五・十五の二 

 

225 ６４２－１ 

６４２－２ 

 
同 

明細情報（住所地特例）レコード

（複数レコード）を追加 

226 ６４３ 

６４４ 

６４４－１ 

６４４－２ 

６４８ 

６４９ 

６５２－２ 

６５３ 

６５４ 

６５５ 

６５６～６

５８ 

６５９－１ 

６５９－２ 

６５９－３ 

様式第十五 

同 

様式第十五・十五の二 

 

227 
６６０－１ 

 
同 

様式第十五の二を追加 

 

228 ６６４－１

６６４－２ 

様式第十五 
同 

様式第十五・十五の二 

 

229 

６６４－２ 

項番２９ 

<項目名> 

個人番号（国保） 
同 

項番２９ 

<項目名> 

宛名番号 

 

230 ６６４－３

６６４－４ 

６６５ 

６６６ 

様式第十五 

同 

様式第十五・十五の二 

 

231 ６６６－１ 

６６６－２ 

 
同 

明細情報（住所地特例）レコード

（複数レコード）を追加 



Ｎｏ． ページ 改定前 ページ 改定後 

232 ６６７ 

６６８ 

６６８－１ 

６６８－２ 

６７２ 

６７３ 

６７６－２ 

６７７ 

６７８ 

６７９ 

６８０～６

８２ 

６８３－１ 

６８３－２ 

６８３－３ 

様式第十五 

同 

様式第十五・十五の二 

 

233 
６８４－１ 

 
同 

様式第十五の二を追加 

 

234 ６８８－１

６８８－２ 

様式第十五 
同 

様式第十五・十五の二 

 

235 

６８８－２ 

項番２９ 

<項目名> 

個人番号（国保） 
同 

項番２９ 

<項目名> 

宛名番号 

 

236 ６８８－３

６８８－４ 

６８９ 

６９０ 

様式第十五 

同 

様式第十五・十五の二 

 

237 

６９０－１ 

サービス提供年月日が平成２７

年４月以降の場合、以下の項目を

設定する。 

同 

サービス提供年月が平成２７年

４月以降の場合、以下の項目を設

定する。 

238 ６９０－１

６９０－２ 

６９１ 

６９２ 

６９２－１ 

６９２－２ 

６９６ 

６９７ 

７００－２ 

７０１～７

０６ 

７０７－１ 

７０７－２ 

７０７－３ 

７０７－４ 

様式第十五 

同 

様式第十五・十五の二 

 

239 

７１５ 

明細レコード 

交換情報識別番号 

帳票レコード種別 

同 

明細レコード 

交換情報識別番号 

証記載保険者番号 

 


